
さくらんぼアンバサダーコンテスト２０２５ 募集要項 
 

 寒河江市のさくらんぼ及び観光を大きくＰＲするため、関連する様々なイベント等で協力いただく、    

さくらんぼのようにきらりと輝く方を募集いたします。 

 

☆応 募 資 格 

１ 山形県内に在住の方 

２ 令和７年４月１日現在、満１８歳以上の方（高校生は除く） 

  ※性別及び既婚・未婚は問いません。年齢上限なし。 

３ 特定の団体・会社と専属契約のない方。 

   ※任期中（選出されてからおおよそ１年間）は、他団体の「親善大使」等に予定されている方は      

応募できません。併任も不可。 

４ 任期中、各種イベント等に参加可能な方。 

  ※特に活動が集中する５月下旬～６月も、支障なく対応可能であること。 

５ 寒河江市のさくらんぼ及び観光等のＰＲ活動へ意欲がある方。 

 

☆応 募 方 法 

寒河江市ホームページより電子申請でご応募ください。 

※応募者の個人情報は、さくらんぼアンバサダー大使選考以外には使用いたしません。 

※応募書類への記載内容に虚偽があった場合は、入選を取り消す場合があります。 

 

☆応 募 締 切  

令和７年４月２０日（日） 

 

☆審 査 方 法 

 ・一次審査 【書類審査】 

 ・最終審査 【面接審査】（非公開）  日時／令和７年４月２７日（日） 

※詳細については、一次審査の結果と併せて後日ご連絡いたします。 

 

☆表 彰  

さくらんぼアンバサダーに選ばれた方２名には、賞金３万円を贈呈。 

 

☆そ の 他 

１）活動内容 

選出後、研修を含む任期中の活動には、平日も含め原則必ず参加していただきます。なお、宿泊を伴う   

出張も予定しているほか、集合時間が早朝になる場合もございます。主な出演内容については、       

別添「さくらんぼアンバサダーの活動について」をご参照ください。 

 

 ２）経費（報酬） 

 ・出演時間に応じて、謝礼をお渡しいたします（１日１０，０００円／半日５，０００円）。 

  ※集合時間から解散時間まで５時間以内が半日とし、５時間以上が１日とみなします。 

 ・本協議会が指定した集合場所から出演場所までに係る交通費及び宿泊を伴う際の宿泊費は、本協議会または

催事主催者が負担いたします。 



 ３）ＳＮＳでの情報発信について 

 ・任期中の活動内容等の発信については、『さくらんぼアンバサダー公式 Instagram』において、本協議会が

定めたルールの下、積極的に行っていただきます。 

 

 

 

☆応募・問合せ先 

寒河江市観光キャンペーン推進協議会  

事務局／寒河江市さくらんぼ観光課観光振興係 

住所：〒９９１－８６０１ 山形県寒河江市中央一丁目９―４５ 

T E L：０２３７－８５－１６８２（直通） 

F A X：０２３７－８６－７１００ 

MAIL：johokanko@city.sagae.yamagata.jp 
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